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自由貿易協定（FTA）は，むしろ自由貿易を阻害する？
――原産地規則貿易制限度の計量分析――

坂 東 伸 彦・白 山 啓 祐・澤 内 大 輔＊・山 本 康 貴＊＊

（北海道大学農学部・＊�独日本学術振興会（北海道大学大学院農学研究科）
・北海道大学大学院農学研究院＊＊）

Free Trade Agreement Obstructs Free Trade? :
Quantitative analysis on the restrictiveness of Rules of Origin

Nobuhiko BANDO, Keisuke SHIRAYAMA, Daisuke SAWAUCHI, Yasutaka YAMAMOTO

Summary

Rules of origin（RoOs）are the criteria used to determine where a good has been made（AGPC

〔２〕），and RoOs are established within each free trade agreement（FTA）independently. Bhagwati

〔３〕called the situation in which various and complicated RoOs exist around the world a“spaghetti

bowl phenomenon”and showed his concern about the possibility of confusion of global trade in such a

situation.

This study adopts the“Restrictiveness Index”methodlogy developed by the Australia Government

Productivity Commission（AGPC〔２〕）and compares the degree of restrictiveness of RoOs among four

FTAs which Japan has already concluded. The result shows different restrictiveness among these four

RoOs.

１．課題

自由貿易協定（FTA）とは「締結国間におけ

る締結国原産品の自由貿易のための協定」である

（浦田〔１９〕）．つまり，FTAにおける特恵関税

率が適用されるのは，締結国の原産品だけである．

産品の原産国を決定するルールは，「原産地規

則」と呼ばれ，通常 FTAごとに異なる基準が定

められている．Bhagwatiら〔３〕は，FTAの増

加によって多種多様な原産地規則が複雑に絡み

合って存在する状態を「スパゲティ・ボウル現象

（ボウルの中で，スパゲティの麺と麺とが絡み

合ってほどけない状態）」と呼び，その場合は貿易

の通関システムがパンクして世界貿易が混乱する

懸念を示した（浦田〔１９〕）．つまり，自由貿易協

定は，むしろ自由貿易を阻害する可能性も有する．

２００６年１２月末現在，日本は四つの FTA［日本

・シンガポール間 FTA（J―S協定），日本・メキ

シコ間 FTA（J―Mex協定），日本・マレーシア間

FTA（J―Mal協定），日本・フィリピン間 FTA

（J―P協定）］を締結している（註１）．これら四

つの FTAで異なる原産地規則が定められ，既に

スパゲティ・ボウル現象が生じつつある恐れは無

いのであろうか．本論文では，この問いに対して

示唆を与えることを課題とする．

この課題を解明する接近方法としては，まず，

FTAにおける原産地規則の規定項目を記述的に

比較分析する方法があるが，この方法では原産地

規則の違いの「程度」を解明することはできない．

つまり，FTA間でどの FTAが最も原産地規則と

して「厳しいか（緩いか）」などを明確にするのが

困難である．原産地規則の違いの「程度」を上手

く数量化できれば，この困難性は解決できる．

原産地規則の違いの「程度」の数量化を試みた

最初の研究として，AGPC（Australian Govern-
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ジャムが原産資格を得るための条件
オレンジおよび砂糖（非原産材料）と、ジャム（産品）の間で、関税分
類番号の「類」が異なること．

ジャムの関税分類番号は
第20類
第2007.91号

③

オレンジの関税分類番号は
第8類

① 砂糖の関税分類番号は
第17類

②

ジャムは、「材料（オレンジと砂糖）
とのあいだで、関税分類番号の上
二桁が変更されていること」とい
う条件を満たすため、マレーシア
の原産資格を得る。従って、日本
への特恵の関税率で輸出される．

④

J-Mal協定

マレーシア

ジャム 

A国

オレンジ 

B国

砂糖 

日本

ジャム 

ment Productivity Commission）〔２〕がある．

AGPC〔２〕は，「原産地規則貿易制限度（Restric-

tiveness Index for Preferential Rules of Ori-

gin）」（以下，貿易制限度）という指標を開発した．

本論文では，日本が既に締結している FTAにつ

いて，この貿易制限度を計測した結果を吟味して，

課題解明への接近を試みたい．

２．原産地規則の概要（註２）

原産地規則とは，産品の国籍を決定するための

ルールである．産品の生産が一カ国で完結してい

る場合は，その産品の原産地は明らかである．そ

の場合は，産品が「その国で完全に生産された

か」，または「その国で生産された材料だけを用

いて生産されたか」，が原産国決定の基準となり，

この基準は「完全生産品基準」と呼ばれる．対象

となるのは，主に農産物，動植物，鉱物，地下資

源等の天然産品である．

しかし，外国から原材料を輸入し，加工すると

いう国際的な分業がなされていると，生産には二

カ国以上が関与することになる．この場合は，産

品を生産するに当たって，「その国が材料に実質

的な変更を加えたか」が原産国決定の基準となり，

これは「実質的変更基準」と呼ばれる．多くの工

業製品や加工食品が，この基準の対象となる．実

質的変更基準は，何をもって「実質的な変更」と

図１ 関税分類変更基準
注）マレーシアが，A国からオレンジ，B国から砂糖を輸入し，ジャムを生産する．J―Mal協定における
ジャム（関税分類番号：第２００７．９１号）の基準は，「上２桁が変更されていること」である．材料である，
オレンジは第０８類，砂糖は第１７類に分類される．産品であるジャムは第２０類に分類されることから，材
料と産品の関税分類番号は「類」が異なり，よって基準を満たしている．したがって，ジャムは原産資
格を得る．

出所）筆者作成．

北海道大学農経論叢 第６３号

２６



Ａ国

J-Ｍal協定における付加価値基準
産品の原産資格割合が40%以上であれば、原産資格を得ることができる． 

J-Mal協定

①

②
③

④

原産材料 

産品 

マレーシア

産品 

日本

産品の原産資格割合は、

基準である40%を満たすため、産
品はマレーシアの原産資格を得る．

100－30×100＝70％－    100
非原産材料 

みなすかにより，さらに次の三つの基準に分類さ

れる．

一つ目は「関税分類変更基準」（図１）である．

国際的に取引される物品には，HS（Harmonized

Commodity Description and Coding System）条

約により，品目ごとに統一された関税分類番号が

割り振られている．輸入した材料と，最終的な産

品の関税分類番号が異なれば，「実質的な変更」

が起こっていると考えられる．したがって関税分

類番号が変更されるほどの生産が行われた国を原

産地とする，というのが関税分類変更基準の考え

方である．

関税分類番号は，上２桁までを「類」，上４桁

までを「項」，上６桁までを「号」と呼び，大ま

かに言うと，原材料→中間材・部分品→製品とい

う順に「類（上２桁）」が配置され，同じ類のなか

でさらに，原材料→中間財・部分品→製品という

順に，「項（上４桁）」が配置されている．同じ

「項」のなかの「号（上６桁）」の配置についても

同様である．したがって産品の生産について，別

の「類」からの変更を基準とするか，別の「項」，

または「号」からの変更を基準とするかにより，

必要となる国内での加工の程度は異なる．類変更

が要件となる場合が，もっとも大きな変更を必要

とする基準である．

二つ目は「付加価値基準」（図２）である（註

３）．ある国で「実質的な変更」が起こっている

のなら，相当程度の価値がその国で付加されてい

ると考えられる．このような考えに基づき，「生

産過程において付加される価値が，要求される条

図２ 付加価値基準
注）J―Mal協定における，ある産品についての付加価値基準が「原産資格割合が４０％以上であること」と

する．マレーシアが，A国から輸入した非原産材料（価額３０）と，原産材料（価額７０）から，産品
（価額１００）を生産する場合を考える．この場合，産品の原産資格割合は７０％と算定されるため，産
品は付加価値基準の要件を満たしている．したがって，この産品は原産資格を得ることができ，FTA
特恵の関税率で日本へ輸出される．

出所）筆者作成．
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件を満たしたか」を原産国決定の基準とするのが，

「付加価値基準」である．一般に付加価値基準は，

産品における「原産資格割合」（産品価額のうち

当該国で付加された価額の割合）を計算し，当該

産品の原産資格割合が，基準を満たしているかを

要件とする．原産資格割合の求め方の式は，控除

方式（産品の生産費用から，非原産部分を控除す

る）と積上げ方式（原産部分を積み上げる）に分

類される．それぞれの算定方式の基本形は，次の

とおりである．

・控除方式

原産資格割合＝
産品の生産費用－非原産材料の価額

産品の生産費用

・積上げ方式

原産資格割合＝
原産価額

産品の生産費用

三つ目は「加工工程基準」である．加工工程基

準は，ある特定の加工・作業が行われたことを

もって，「実質的な変更」が起こったとみなし，

該当する加工・作業が行われた国を原産地とする

というものである．

これら三つの実質的変更基準は単独で用いられ

るだけでなく，協定ごとあるいは品目ごとに，複

数の基準が組み合わせて用いられる場合がある．

本論文で分析対象とした四つの FTAにおける原

産地規則は，協定本文で総則を規定し，それを前

提として品目ごとに実質的変更基準を定めるとい

う構成になっている．

３．分析方法

１）貿易制限度の定義

本稿では，AGPC〔２〕の分析方法を用いて，

日本が締結している四つの FTAの原産地規則を

比較分析する．AGPC〔２〕は，他の研究や FTA

条項の性質を参照して，原産地規則について１７個

の評価項目を作成した．表１には分析結果ととも

に，�～�の評価項目がまとめられている．表１
から確認できるように，各項目には，それぞれウ

エイト（その項目の相対的な重要度）と，スコア

（その項目の貿易制限度）が定められている．ウ

エイトとスコアを掛け合わせたものが，その項目

についての点数となり，全１７項目の点数を合計し

た値が，原産地規則の貿易制限度と定義される．

ウエイトは，１７項目を合計すると１．００となるよ

うに，各項目に割り振られている．また各項目の

スコアは０．００～１．００で，貿易制限的な評価である

ほど高い値となる．したがって貿易制限度は０．００

～１．００の範囲で計測され，値が大きいほど貿易制

限的と解釈できる．

また１７項目のうち，項目�～�は，主要基準と
呼ばれ，合計のウエイトが６０％を占める．さらに，

項目�～�は補助的基準と呼ばれ，合計のウエイ
トは２５％，項目�～�は原産地規則の他の効果と
呼ばれ，合計のウエイトは１５％となっている．

以上の分析方法を用いて，日本が締結する四つ

の FTAの原産地規則について１７の評価項目に評

価を与え，それぞれの貿易制限度を測定する．

２）各評価項目の説明および評価の具体例

以下は AGPC〔２〕で定められている，貿易

制限度を測定するための１７の評価項目に関する説

明と，J―Mal協定における評価例である．（註４）

� 関税分類変更基準

この項目の基準は，「非原産材料と産品の間の

関税分類番号に，何桁の変更が必要とされるか」

である．一般的に，要件となる桁数が低いほど材

料に大きな加工が必要となるため，貿易制限的と

なる．したがってスコアは，高いほうから類変更，

項変更，号変更となる．複数の基準が適用されて

いる場合は，もっとも適用の多い基準で評価され

る．

J―Mal協定附属書の品目別規則から，各基準

が適用される品目数を数え上げたところ，類変更

基準が１３５１品目，項変更基準が１１７２品目，号変更

基準が２６６４品目であった．号変更基準の適用が最

も多いため，J―Mal協定の原産地規則において

は，号変更基準の評価が与えられる．

� 原産資格割合

この項目の基準は，「原産資格の割合がどれだ

け必要か」である．高い割合を要求されるほど，

貿易制限的である．ただし前述したように，原産

資格割合の算定方式には FTAごとに多様な類型

があり，要件となる割合が同じでも，算定方式の

違いにより基準を満たすことの難度は変わると考

北海道大学農経論叢 第６３号
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表１ 貿易制限度の計測結果

ウェイト スコア 制限度分類項目
J―S
協定

J―Mex
協定

J―Mal
協定

J―P
協定

AFTA

主要基準
０．２０ �関税分類変更基準

０．００ 適用なし レ
０．２０ 号変更 レ
０．５０ 項変更 レ レ レ
１．００ 類変更

０．１０ �原産資格の割合
０．００ ２５％以下
０．２０ ２６―３５％
０．４０ ３６―４５％ レ
０．６０ ４６―５５％ レ レ
０．８０ ５６―６５％ レ
１．００ ６５％より上 レ

０．０２ �原産資格割合の式
０．００ どの方法も可
０．３０ 輸入品割合方式 レ レ レ レ レ
０．６０ 城内原産品割合方式
１．００ 部品価額方式

０．０２ 	原産資格の要素
０．００ すべての費用を含む レ レ レ レ レ
０．１０ 材料に払われる税と関税は除かれる
０．２０ 間接的労働も除かれる
０．３０ 他の資本的費用も除かれる
０．４０ インナーコンテナも除かれる
０．５０ 他の梱包費用も除かれる
０．７０ 販売，一般費用，管理費用も除かれる
１．００ 利潤も除かれる

０．０２ 
DMRMの扱い

０．００
加盟国へ輸入される関税ゼロ品目は，
すべて適格を与える支出とする

０．５０
加盟国へ輸入される関税ゼロ品目のう
ち，特定のものは適格を与える支出と
する

レ

１．００
原産資格割合の計算において，DMRM
の規定はない

レ レ レ レ

０．０２ �産品の生産費の要素
０．００ どの方法でもよい
０．２５ 取引価額方式 レ レ レ レ レ
０．５０ 純費用方式
１．００ 工場費用方式

０．０２ �非原産材料の評価
０．００ 関連しない，または定めがない
０．２５ FIS価額
０．５０ CIF価額 レ レ レ
０．７５ FOB価額 レ
１．００ 工場渡し価額 レ

自由貿易協定（FTA）は，むしろ自由貿易を阻害する？
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ウェイト スコア 制限度分類項目
J―S
協定

J―Mex
協定

J―Mal
協定

J―P
協定

AFTA

０．１０ 加工工程基準のタイプ
０．００ 基準なし レ レ
０．５０ ポジティブ方式 レ レ レ
１．００ ネガティブ方式

０．１０ �加工工程基準が適用される部門
０．００ 適用なし レ レ
０．５０ ひとつの加工部門に対してのみ レ レ レ
１．００ 複数の加工部門に対して

補助的基準
０．０５ �累積のタイプ

０．００ 全て
０．２０ 多国籍累積
０．４０ 全累積
０．６０ 二国間累積 レ レ レ レ レ
１．００ 累積なし

０．０５ �他の累積的な規定
０．００ 累積が認められる
０．１０ デミニミス レ レ レ レ レ
０．２５ 吸収ルール
０．５０ トレーシング
１．００ 上記は使用されない

０．０５ �関税払い戻し
０．００ 関税払い戻しが認められる レ レ レ レ レ
１．００ 関税払い戻しが認められない

０．０５ �域外加工
０．００ 認められる レ
１．００ 認められない レ レ レ レ

０．０５ �加工最終工程の地理的位置
０．００ どこでもよいまたは特定されない
０．５０ 加盟国のいずれか レ レ レ レ レ
１．００ 輸出をする加盟国のみ

原産地規則の他の効果
０．０５ �確実性

０．００ 高い確実性（CTCのみ）

１．００
低い確実性（RVCのみ，または RVC
と CTCの併用）

レ レ レ レ レ

０．０５ �原産地規則遵守と管理費用

０．００
ほとんどの加盟国が一つの FTAの加
盟国でしかない

０．５０
ほとんどの加盟国が，一つ以上の FTA
の加盟国である．

レ レ レ レ レ

１．００
ほとんどの加盟国が，一つ以上の FTA
の加盟国である．加えて，それぞれの
原産地規則は，大きく異なっている．

０．０５ �厳格性
０．００ ウェーバーが全ての品目に適用される
０．２５ ウェーバーが多数の品目に適用される
０．５０ ウェーバーが少数の品目に適用される レ レ
１．００ ウェーバーが適用されない レ レ レ

合計 ０．４２６ ０．５６６ ０．４５１ ０．５１１ ０．３１１
出所）各 FTAの項目評価について，AFTAは AGPC〔２〕，J―S協定，J―Mex協定，J―Mal協定，J―P協定は，筆者作成．
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えられる．そのため，特定の算定方式を用いる場

合には，協定で要件とされている原産資格割合を

修正したものを，項目評価のための割合とする．

具体的な修正の方法は，次のとおりである．

まず産品の生産費用に着目する．生産費用は工

場費用，純費用，取引価額の三つに分類される．

工場費用は，工場での生産にかかった費用（材料

費，労働費，間接費など）である．純費用，取引

価額となるにつれ，その他の費用や利潤が，価額

に含まれていく．つまり，産品の価額をもっとも

低く評価するのは工場費用である．控除方式の場

合，その式の形からわかるように，産品の生産費

用が低く評価されるほど，原産資格割合は低く算

出される．また費用を確認するための手間（コス

ト）を考えた場合，工場費用を用いる場合がもっ

とも貿易制限的であると考えられる．

次に控除方式と積上げ方式の違いについては，

積上げ方式の方が制限度は高いとされる．なぜな

ら原産価額を算定するには，すべての原産材料の

価額のほかに，労働などの諸経費を考慮しなけれ

ばならず，これは非原産材料の価額を確認すれば

よい控除方式に比べて，より手間がかかる（その

分コストがかかる）からである．

以上の点を考慮した結果，「工場費用－積上げ

方式」を基準とし，「純費用－控除方式」を用い

る場合には１．０４，「取引価額－控除方式」を用い

る場合には１．２０のウエイトを基準となる原産資格

割合にかけて，調整をおこなう．

J―Mal協定附属書の品目別規則から，要件と

されている基準をそれぞれ数え上げたとこ

ろ，３３９４品目に４０％，９品目に５０％，１５品目に

６０％の付加価値基準を適用していた．４０％基準が

適用される品目数がもっとも多いことから，J―

Mal協定は４０％基準を適用しているとする．た

だし，同協定本文第２８条４�の規定から，産品の
生産費用には「取引価額－控除方式」を用いる．

そのため要件となる割合４０％に１．２０を掛け，４８％

として項目を評価する．

� 原産資格割合の式

この項目の基準は，「原産資格割合の算定方式

は何か」である．式には輸入品割合方式（MC），

ドメスティックコンテント方式（DC），部品価額

方式（VP）があり，それぞれ次の形で表される．

��������������	
���
A：非原産材料の費用

B：原産材料の費用

C：労働費と間接費

D：工場費用（D＝A＋B＋C）

E：他の間接費用，利潤，運賃など

F：取引価額（F＝D＋E）

分母に対する分子の値が大きいほど原産資格割

合が高く出るため，付加価値基準をクリアしやす

くなる．したがってスコアは，高いほうから順に

VP，DC，MCとなっている．

J―Mal協定では，協定本文第２８条４�から，
原産資格割合は次の式で表される．これは輸入品

割合方式にあたる．

�	������	���� ����
ただし

QVC：百分率で表示される産品の原産資格割

合．

FOB：輸送の方法を問わず，産品の買手から

当該産品の売手に支払われる当該産品

の本船渡しの価額．

VNM：産品の生産において使用されるすべて

の非原産材料の価額．

	 原産資格の要素

この項目の基準は，「原産資格（原産資格割合

の式の分子）に，どこまでの費用を含められる

か」である．産品の製造費以外の諸経費が，原産

資格から除かれるほど原産資格割合が小さく算出

されるため，付加価値基準をクリアするのが厳し

くなる．したがって多くの経費が原産資格から引

かれるほど，貿易制限的であるとされる．

J―Mal協定では，項目�の評価における原産
資格割合の算定式からわかるように，原産資格は

「産品の価額から非原産材料の価額を引く」とい

自由貿易協定（FTA）は，むしろ自由貿易を阻害する？
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う形で求められる．産品の価額は取引価額である

から諸経費と利益を含んでいるが，ここから非原

産材料の価額を引いても，諸経費や利益が除かれ

ることはない．よって，原産資格の要素には，す

べての費用を含むと解釈できる．


 DMRM（Determined maufactured raw

materials）の扱い（註５）

この項目の基準は，「DMRMの規定がどの程

度，適用されているか」である．同規定は，第三

国からの非原産材料でも，DMRMと定義された

特定のものについては，それを原産資格として計

算することを可能にするものである．したがって

DMRMの規定がない場合は，ある場合に比べて

貿易制限的であるとする．J―Mal協定において

は，DMRMに関する規定はない．

� 生産費用に適格を与える方法

この項目の基準は，「原産資格割合を，産品の

生産費用にどの価額を用いて計算するか」である．

項目�における議論のとおり，スコアは高い順に，
工場費用，純費用，取引価額とされる．J―Mal

協定では，項目�の評価結果で述べたように，産
品の生産費用には取引価額を用いている．

� 非原産材料の評価

この項目の基準は，「非原産材料を，どの価額

で評価するか」である．非原産材料の価額の確認

に手間がかかるほど，貿易制限的になるといえる．

価額は，手間がかかると考えられるほうから順に，

工場渡し価額，FOB価額，CIF価額，FIS価額

とされている．J―Mal協定では，協定本文第２８

条６�から，非原産材料の価額には CIF価額を

用いることがわかる．

 加工工程基準のタイプ

この項目の基準は，「加工工程基準が適用され

ているか」，また「加工工程基準が適用されてい

るならばポジティブ方式（ある特定の工程を経な

ければならない）か，ネガティブ方式（ある特定

の工程を経てはいけない）か」である．ポジティ

ブ方式よりも，ネガティブ方式の方が貿易制限的

となる．なぜなら，一連の加工工程の中に，ネガ

ティブ方式で規定されている加工があれば，その

後の工程を経ても産品は原産資格を得ることが出

来ないからである．

J―Mal協定では，ポジティブ方式で加工工程

基準が適用されている．たとえば，関税分類番号

５００７項の品目別規則は，「産品が浸染し，若しく

はなせんされること及び第５００７項の非原産材料が

いずれかの締約国若しくは東南アジア諸国連合の

加盟国である第三国の領域において製織されるこ

と」となっている．

� 加工工程基準が適用される部門の数

この項目の基準は，「加工工程基準がいくつの

部門に適用されているか」である．適用される部

門の数が多いほど，対応のための負担も大きくな

ると考えられるため，貿易制限的となる．J―Mal

協定では，加工工程基準が適用されているのは，

第１１部「紡織用繊維及びその製品」の品目だけで

ある．

� 累積のタイプ

この項目の基準は，「どのタイプの累積が適用

されているか」である．累積とは，他の国におけ

る生産工程を，自国における生産工程とみなすこ

とができるという概念である（上川〔５〕）．この

累積により，一つの国では実質的変更基準を満た

していなくても，複数の国の生産を重ね合わせる

（累積する）ことにより，全体として実質的変更

基準を満たし，原産品と認められる場合がある

（上川〔１３〕）．AGPC〔２〕では，累積は以下の

三つのタイプに分類されている．

一つ目は，二国間累積である．これは，協定加

盟国の原産品を用いて生産を行う場合，その産品

を自国の原産材料とみなせる累積制度である．し

たがって加工を行う地理的な範囲を，自国の領域

からもう一方の国の領域まで広げることが可能と

なる．二つ目は，全累積である．これは協定加盟

国をひとつの領域とみなして，生産行為を累積す

ることができる制度である．三つ目は，多国籍累

積である．これは，特定の非加盟国での生産に，

原産資格を与えることができるという累積制度で

ある．非加盟国での生産を累積できるという観点

から，多国籍累積がもっとも貿易制限度が低いと

される．

J―Mal協定では，協定本文第３０条「累積」の

規定から，二国間累積を適用していると解釈でき

る．

� 他の累積的な規定

この項目の基準は，「累積的手法により，材料
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に原産資格を与えることができるか，また出来る

ならば，どの規定によるものか」である．用いら

れた材料のうち，多くの部分を原産資格として評

価できるほど，制限度は低くなる．例えば，非原

産材料であっても，その一部を原産資格として認

める規定があれば，制限度は低くなる．以下の三

つの規定は，累積と同様の考えを用いて，一定の

条件で，材料に原産資格を認めることを可能にす

るものである．

一つめは，デミニミスである．これは，最終製

品の構成割合のうち，一定の非原産材料は無視で

きる，という規定である．二つめは，吸収ルール

である．原産材料に含まれる非原産部分の価額は，

原産資格として「吸収」された，とみなすことが

できるルールである．つまり，いったん原産資格

を得た産品を材料として用いて生産を行なった場

合，原産資格割合の計算において，材料に含まれ

る非原産部分は考慮しなくてよい．三つめは，ト

レーシングで，これは吸収ルールと対照的な規定

である．非原産材料を使用して生産した産品が，

原産資格を得られなかったとする．しかし，その

産品（非原産材料）を用いてさらに生産を行う場

合，非原産材料に含まれる原産の部分を算入して，

原産資格割合を計算することを許す規定である．

J―Mal協定では，同協定本文第３０条で規定さ

れる「僅少の非原産材料」が，デミニミスに該当

する．

� 関税払い戻し

この項目の基準は，「産品の輸出の際に，輸入

材料にかけられた関税が払い戻されるか」である．

払い戻しが認められていたほうがコストが削減さ

れるため，非貿易制限的となる．J―Mal協定で

は関税定率法第１９条より，関税払い戻しが認めら

れる．

� 域外加工

この項目の基準は，「FTA域外での加工が認め

られるか」である．域外（加盟国の領域外）での

加工が認められる方が，非貿易制限的となる．J

―Mal協定においては，域外での加工は，原則と

して認められない（図３）．同協定本文第３２条

「積送基準」において，第三国において産品に

「積卸し及び産品を良好な状態に保存するために

必要なその他の作業以外の作業」がなされた場合，

産品を締結国の原産品とみなさないことが規定さ

れている．

� 加工最終工程の地理的位置

この項目の基準は，「加工の最終工程の地理的

な位置がどの程度，特定されているか」である．

地理的な位置が限定されているほど，貿易制限的

となる．J―Mal協定では，項目�で評価された
とおり域外加工が認められないため，「どこでも

よい」という評価は該当しない．また，項目�で
評価されたとおり，「二国間累積」により，加工

の範囲を自国内から両締結国の領域にまで広げる

ことができる．したがって評価は，「締結国のい

ずれか」となる．

� 確実性

この項目の基準は，「実質的変更基準に，付加

価値基準を適用しているか」である．付加価値基

準は関税分類変更基準に比べ，為替レート変動の

影響を受けることなどから不確実とされる．不確

実性への対応にはコストがかかるため，付加価値

基準が適用されている場合は，より貿易制限的で

あると考えられる．J―Mal協定では，項目�お
よび�における評価のとおり，関税分類変更基準
と付加価値基準が併用されている．

� 管理費用，および遵守費用（註６）

この項目の基準は，「FTAの加盟国が別の FTA

にも加盟しているか」，また「それぞれの FTA

の原産地規則は類似しているか」である．加盟国

が他の FTAを締結するほど，またそれぞれの

FTAにおける原産地規則が大きく異なるほど，

それに対応するための国の機関や，企業における

コストが増す．これは，貿易を制限する要因とな

る．ただし（註６）にあるとおり，この項目につ

いては明確な判断基準が示されていない．よって，

J―Mal協定においては，AGPC〔２〕内での，他

の FTAにおける評価との比較などから，三つの

うち中間の評価を与えることとする．

� 厳格性

この項目の基準は，「ウェイバー（義務免除）

がどれだけの品目に適用されるか」である．原産

地規則が免除される品目があれば，制限度は低く

なる．J―Mal協定では，附属書二の第１節�か
ら，情報技術製品の貿易に関する特定の産品につ

いて，品目別規則の免除がなされている．

自由貿易協定（FTA）は，むしろ自由貿易を阻害する？
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１．城外加工が認められる場合（J-S協定）

①シンガポール原産品

②
第
三
国
へ
輸
出

④
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
輸
出

⑤シンガポール原産品として認められる

シンガポール

第三国

日本

③軽微な加工（J-S協定第26条で規定）、または一又は複
数の生産者によって継続的に行われる工程

２．城外加工が認められない場合（J-Mal協定）

①マレーシア原産品

②
第
三
国
へ
輸
出

④
マ
レ
ー
シ
ア
へ
輸
出

⑤マレーシア原産品として認められない

マレーシア

第三国

日本

③何らかの加工（軽微な加工（J-Mal協定第31
条で規定）を含む）

出所）筆者作成

注1）　　　　　は、両締結国の領域を表す.

注2）　　　　　は、原産品を表す.

注3）　　　　　は、非原産品を表す.

図３ 域外加工
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主要基準 補助的基準 原産地規則の他の効果

４．分析結果

１）貿易制限度の計測結果

日本が締結する四つの FTAにおける，項目評

価および貿易制限度の計測結果が表１，および世

界の FTAと貿易制限度を比較したものが図４で

ある（註７）．図４から，日本が締結している FTA

のうち，貿易制限度が最大の J―Mex協定と，最

小の J―S協定のあいだには０．１４０もの差があるこ

とが確認できる（註８）．また，J―Mal協定と J―

S協定の貿易制限度は，世界の主要な２２の FTA

における貿易制限度の平均値と同程度であり，J

―P協定と J―Mex協定では，同平均値よりも高い

という結果を得た．

次に各協定の項目を比較する．まず，主要基準

で比較すると，項目�関税分類変更基準において
は，J―Mal協定は，日本における他の三つの協

定よりも低いスコアとなっている．項目�原産資
格割合では，J―Mal協定と J―P協定は同じスコ

アが与えられ，これは J―S協定と J―Mex協定よ

りも低い値となっている．また，項目および�
の評価からわかるように，日本における FTAの

中では J―S協定のみ，加工工程基準の適用がな

い．一方，J―Mal協定，J―P協定，および J―Mex

協定では，第１１部「紡績用繊維およびその製品の

品目」について，加工工程基準が適用されている．

次に補助的基準を比較してみよう．日本におけ

る四つの FTAの原産地規則において，項目�で
評価される域外加工を認めているのは，J―S協定

だけである．J―S協定においては，一又は複数の

生産者によって継続的に行われる工程であれば，

途中の工程が日本及びシンガポール以外の国にお

いてなされた場合であっても，シンガポールにお

いて行われた生産であるとみなされる（財務省

〔２０〕）．

２）考察

J―Mal協定および J―P協定は，項目�を除い
てすべての項目が同じ評価となったが，これは両

協定本文の原産地規則が，ほぼ同じ文章で構成さ

れていることに起因する．また両協定の付加価値

基準は，AFTA（ASEAN諸国間の FTA）のもの

と同じく４０％基準を採用している．さらに AFTA

における原産地規則は，現在のところ原則として

付加価値基準のみだが，日本との包括的 FTAを

視野に入れ，関税分類変更基準の導入が検討され

ている（日本貿易振興機構〔１６〕）．以上より，日

図４ 世界の主要な FTAにおける原産地規則貿易制限度の比較
出所）J―Mal協定，J―P協定，J―S協定，J―Mex協定については筆者，それ以外の協定については，AGPC〔２〕の計測結果

より作成．
注１）スコアは，０．００～１．００で計測され，１．００に近い（大きい）程，貿易制限的と解釈される．
注２）☆は，本論文で計測した協定の貿易制限度である．
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表２ J―Mal協定，J―P協定における品目別規則の分類

関税分類品目

関税分類変更基準
RVCのみ
（注２）類変更基準 項変更基準 号変更基準

単 併用 単 併用 単 併用

or（注３） or and（注４） or

第１部
動物（生きているもの
に限る．）及び動物性
生産品

J―Mal協定 ２２０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

J―P協定 ２２０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

第２部 植物性生産品
J―Mal協定 ２６３ ０ １ ０ ０ ５ ０ ０

J―P協定 ２５８ ０ ６ ０ ０ ５ ０ ０

第３部

動物性又は植物性の油
脂及びその分解生産物，
調製食用脂並びに動物
性又は植物性のろう

J―Mal協定 ３７ ０ ７ ０ ０ ２ ０ ０

J―P協定 ４６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

第４部

調製食料品，飲料，ア
ルコール，食酢，たば
こ及び製造たばこ代用
品

J―Mal協定 １４２ ０ ４５ ３ １ １ ０ ４

J―P協定 １４５ ０ ４２ ３ １ １ ０ ４

第５部 鉱物性生産品
J―Mal協定 １ ５０ ７ ０ ０ １ ９２ ０

J―P協定 ９６ ０ ９ ２２ ０ ０ ７ ０

第６部
化学工業（類似の工業
を含む．）の生産品

J―Mal協定 ２ ７ １２ ３９７ ０ ０ ３８６ ０

J―P協定 ２４ ５ １３ ３７６ ０ ６ ３７９ ０

第７部
プラスチック及びゴム
並びにこれらの製品

J―Mal協定 ０ １１ ０ １９０ ０ ０ １１ ０

J―P協定 ０ ５８ ０ １３８ ０ ０ １１ ０

第８部

皮革及び毛皮並びにこ
れらの製品，動物用装
着具並びに旅行用具，
ハンドバックその他こ
れらに類する容器並び
に腸の製品

J―Mal協定 １０ ０ ６４ ０ ０ ０ ０ ０

J―P協定 ３２ ０ ２８ １４ ０ ０ ０ ０

第９部

木材及びその製品，木
炭，コルク及びその製
品並びにわら，エスパ
ルトその他の組物材料
の製品並びにかご細工
物及び枝条細工物

J―Mal協定 ０ ５ ６９ ０ ０ ０ ７ ３

J―P協定 １７ ０ ６０ ７ ０ ０ ０ ０

第１０部

木材パルプ，繊維素繊
維を原料とするその他
のパルプ，古紙並びに
紙及び板紙並びにこれ
らの製品

J―Mal協定 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １５０ ０

J―P協定 ３ ５６ ０ ８７ ０ ０ ０ ０

第１１部
紡繊用繊維及びその製
品

J―Mal協定 ５４５ ０ ３０３ ０ ０ ０ ０ ０

J―P協定 ５４３ ０ ３０１ ０ ０ ０ ０ ０

第１２部

履物，帽子，傘，つえ，
シートステッキ及びむ
ち並びにこれらの部分
品，調製羽毛，羽毛製
品，造花並びに人髪製
品

J―Mal協定 ６ ０ ３４ ０ ０ ０ １５ ０

J―P協定 ６ ３ ３４ １２ ０ ０ ０ ０
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関税分類品目

関税分類変更基準
RVCのみ
（注２）類変更基準 項変更基準 号変更基準

単 併用 単 併用 単 併用

or（注３） or and（注４） or

第１３部

石，プラスター，セメ
ント，石綿，雲母その
他これらに類する材料
の製品，陶磁製品並び
にガラス及びその製品

J―Mal協定 ０ ２９ ２ ２０ ０ ０ ８９ ０

J―P協定 ０ ７７ ３ ５９ ０ ０ ０ ０

第１４部

天然又は養殖の真珠，
貴石，半貴石，貴金属
及び貴金属を張った金
属並びにこれらの製品，
身辺用模造細貨類並び
に貨幣

J―Mal協定 ０ ７ １０ ０ ０ ０ ３６ ０

J―P協定 ６ ４ １３ ８ ０ ０ １８ ０

第１５部 卑金属及びその製品
J―Mal協定 ０ １３ ０ ０ ０ ０ ５７１ ０

J―P協定 ０ ２０５ ４ ２４５ ０ ０ １０４ ０

第１６部

機械類及び電気機器並
びにこれらの部分品並
びに録音機，音声再生
機並びにテレビジョン
の映像及び音声の記録
用又は再生用の機器並
びにこれらの部分品及
び附属品

J―Mal協定 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８００ ０

J―P協定 ０ ２２ ０ ３８８ ０ ０ ３８９ ０

第１７部
車両，航空機，船舶及
び輸送機器関連品

J―Mal協定 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １１０ ２４

J―P協定 ０ １８ ０ ６９ ０ ０ ２１ ２６

第１８部

光学機器，写真用機器，
映画用機器，測定機器，
検査機器，精密機器，
医療用機器，時計及び
楽器並びにこれらの部
分品及び附属品

J―Mal協定 ０ ０ ３ ０ ０ ０ ２３６ ０

J―P協定 ３ ６ ０ １３０ ０ ０ １００ ０

第１９部
武器及び銃砲弾並びに
これらの部分品及び附
属品

J―Mal協定 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１ ０

J―P協定 ０ ０ ０ ２１ ０ ０ ０ ０

第２０部 雑品
J―Mal協定 ３ ０ ４ ０ ０ ０ １２４ ０

J―P協定 ６ ６１ ２ ２０ ０ ０ ４２ ０

第２１部
美術品，収集品及び
こっとう

J―Mal協定 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ０

J―P協定 ０ ０ ０ ７ ０ ０ ０ ０

合計

関税分類品目 類変更基準 項変更基準 号変更基準 RVCのみ

全品目
J―Mal協定 １３５１ １１７２ ２６６４ ３１

J―P協定 １９２０ ２１２２ １０８３ ３０

出所）J―Mal協定，J―P協定の附属書より作成．
注１）表中の数字は，関税分類番号６桁で分類されている品目数を示す．
注２）「RVCのみ」は，付加価値基準を適用している品目数を示す．
注３）「or」は，関税分類変更基準か付加価値基準のどちらかを満たせば，原産資格を得られる品目を表す．
注４）「and」は，関税分類変更基準と加価値基準の両方を満たせば，原産資格を得られる品目を表す．
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表３ J―Mal協定，J―P協定における品目別規則の分類（例外規定の有無による分類）

関税分類品目

関税分類変更基準 RVCのみ
（注２）類変更基準 項変更基準 号変更基準

例外なし 例外あり（注３） 例外なし 例外あり 例外なし 例外あり

ASEAN
許諾（注４）

ASEAN
許諾

ASEAN
許諾

第１部
動物（生きているも
のに限る．）及び動
物性生産品

J―Mal協定 １６１ ５９ ０

J―P協定 １６１ ５９ ０

第２部 植物性生産品
J―Mal協定 ２５９ ４ １ ５ ０

J―P協定 ２５１ ７ ６ ５ ０

第３部

動物性又は植物性の
油脂及びその分解生
産物，調製食用脂並
びに動物性又は植物
性のろう

J―Mal協定 ３６ １ ６ １ ２ ０

J―P協定 ２６ ２０ ０

第４部

調製食料品，飲料，
アルコール，食酢，
たばこ及び製造たば
こ代用品

J―Mal協定 ５２ ６６ ２４ ３４ １２ ３ １ ４

J―P協定 ４８ ８２ １５ ３１ １４ １ １ ４

第５部 鉱物性生産品
J―Mal協定 ５１ ７ ９２ １ ０

J―P協定 ９６ ３１ ７ ０

第６部
化学工業（類似の工
業を含む．）の生産
品

J―Mal協定 ６ ３ ３９０ １９ ３８６ ０

J―P協定 ２６ ３ ３６６ ２３ ３８５ ０

第７部
プラスチック及びゴ
ム並びにこれらの製
品

J―Mal協定 １１ １９０ １１ ０

J―P協定 ５８ １３８ １１ ０

第８部

皮革及び毛皮並びに
これらの製品，動物
用装着具並びに旅行
用具，ハンドバック
その他これらに類す
る容器並びに腸の製
品

J―Mal協定 １０ １０ ５４ ０

J―P協定 ３２ ９ ３３ ０

第９部

木材及びその製品，
木炭，コルク及びそ
の製品並びにわら，
エスパルトその他の
組物材料の製品並び
にかご細工物及び枝
条細工物

J―Mal協定 ２ ３ ６９ ７ ３

J―P協定 １４ ３ ６７ ０

第１０部

木材パルプ，繊維素
繊維を原料とするそ
の他のパルプ，古紙
並びに紙及び板紙並
びにこれらの製品

J―Mal協定 １５０ ０

J―P協定 ５６ ３ ８３ ４ ０

第１１部
紡繊用繊維及びその
製品

J―Mal協定 ９０ ３７ ４１８ １３ ２９０ ０

J―P協定 ７２ ３８ ４３３ ２０ １３７ １４４ ０

第１２部

履物，帽子，傘，つ
え，シートステッキ
及びむち並びにこれ
らの部分品，調製羽
毛，羽毛製品，造花
並びに人髪製品

J―Mal協定 ６ ９ ２５ １５ ０

J―P協定 ９ １７ ２９ ０

第１３部

石，プラスター，セ
メント，石綿，雲母
その他これらに類す
る材料の製品，陶磁
製品並びにガラス及
びその製品

J―Mal協定 ２９ ２２ ８９ ０

J―P協定 ７７ ６２ ０
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関税分類品目

関税分類変更基準 RVCのみ
（注２）類変更基準 項変更基準 号変更基準

例外なし 例外あり（注３） 例外なし 例外あり 例外なし 例外あり

ASEAN
許諾（注４）

ASEAN
許諾

ASEAN
許諾

第１４部

天然又は養殖の真珠，
貴石，半貴石，貴金
属及び貴金属を張っ
た金属並びにこれら
の製品，身辺用模造
細貨類並びに貨幣

J―Mal協定 ７ １０ ３６ ０

J―P協定 １０ ８ １３ １８ ０

第１５部 卑金属及びその製品
J―Mal協定 １３ ５７１ ０

J―P協定 ２０５ ２４９ １０４ ０

第１６部

機械類及び電気機器
並びにこれらの部分
品並びに録音機，音
声再生機並びにテレ
ビジョンの映像及び
音声の記録用又は再
生用の機器並びにこ
れらの部分品及び附
属品

J―Mal協定 ８００ ０

J―P協定 ２２ ３８７ １ ３８９ ０

第１７部
車両，航空機，船舶
及び輸送機器関連品

J―Mal協定 １１０ ２４

J―P協定 １８ ６９ ２１ ２６

第１８部

光学機器，写真用機
器，映画用機器，測
定機器，検査機器，
精密機器，医療用機
器，時計及び楽器並
びにこれらの部分品
及び附属品

J―Mal協定 ３ ２３６ ０

J―P協定 ９ １３０ １００ ０

第１９部
武器及び銃砲弾並び
にこれらの部分品及
び附属品

J―Mal協定 ２１ ０

J―P協定 ２１ ０

第２０部 雑品
J―Mal協定 ２ １ ４ １２４ ０

J―P協定 ６６ １ ２２ ４１ １ ０

第２１部
美術品，収集品及び
こっとう

J―Mal協定 ７ ０

J―P協定 ７ ０

合計

関税分類品目

類変更基準 項変更基準 号変更基準 RVCのみ

例外なし 例外あり（注３） 例外なし 例外あり 例外なし 例外あり

ASEAN
許諾

ASEAN
許諾

ASEAN
許諾

全品目

J―Mal協定
７３５ １７４ ４４２ ７５８ １２１ ２９３ ２６５５ ９ ０ ３１

１３５１ １１７２ ２６６４

J―P協定
１２５６ ２１６ ４４８ １７２３ ２５４ １４５ １０８２ １ ０ ３０

１９２０ ２１２２ １０８３

出所）J―Mal協定，J―P協定の附属書より作成．
注１）表中の数字は，関税分類番号６桁で分類されている品目数を示す．
注２）「RVCのみ」は，付加価値基準を適用している品目数を示す．
注３）「例外あり」は，産品が原産資格を得るにあたり，特定の非原産材料の使用が認められない品目数を表す．
注４）「ASEANの許諾」は，「例外あり」品目のうち，それが ASEAN諸国原産であれば，使用が認められる品目数を表す．
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本と ASEAN諸国との FTAにおいて，原産地規

則の総則を統一しようとする意向が伺われる．

とはいえ品目別規則を見ると，同じ品目であっ

ても用いられる基準はそれぞれの協定ごとに大き

く異なっている．これは品目別規則が，締結国に

おける産業事情をより強く反映して定められてい

るためと推察される．

表２は，J―Mal協定と J―P協定における品目

別規則について，各品目にどのような実質的変更

基準が適用されているかを数え上げ，分類したも

のである．表２から J―Mal協定と J―P協定の，

品目別規則の違いが読み取れる．たとえば第１０部

の品目について，J―Mal協定では第１０部の１５０品

目すべてに号変更基準を適用しているが，J―P協

定では５９品目に類変更基準，８７品目に項変更基準

を適用している．

また表３は同品目別規則を，例外規定に基づい

て分類したものである．品目別規則は，「非原産

材料（締結国以外の第三国からの材料）」を使用し

た産品が，原産資格を得るための基準を規定する

ものであるが，例外規定を用いることで，そもそ

も非原産材料の使用が認められていない品目も存

在する．

たとえば J―Mal協定における，関税分類番号

が２００９・１１号～２００９・４９号の産品（果実・野菜の

ジュース）についての品目別規則は，「第２００９・

１１号から第２００９・４９号までの各号の産品への他の

類の材料からの変更（第８類の材料からの変更を

除く．）」である．第８類の品目には，食用の果実

・野菜が分類されることから，果実・野菜ジュー

スは，日本またはマレーシア原産の材料を使用し

たものでなければ，原産資格を得られない．

さらに上記のような例外付き品目のうち，

ASEAN加盟国である第三国の材料ならば，使用

が認められる品目もある．たとえば J―Mal協定

の品目別規則では，マンゴーなど一部の果実の

ジュースまたは野菜のジュースについては，

ASEAN加盟国である第三国産のものを原材料と

することが例外的に許容されている．このように

ASEAN原産材料の使用を例外的に認めている産

品には，ジュースのほか，いわしの缶詰などの水

産加工品，ポテトチップスなどの農産加工品，織

物・衣服などの繊維製品がある（柴山・中澤

〔１８〕）．

これら例外規定の側面から両協定の品目別規則

を比較すると，例外規定が適用される品目分類に

は，ある程度の共通した傾向は見られるものの，

より詳細に見ると，両協定で例外規定を統一する

という方向性は見られなかった．

以上より，総則がほぼ同じである J―Mal協定

および J―P協定であっても，品目別規則の詳細

内容は大きく異なっていることが明らかになった．

５．結論

本論文の課題は，日本が締結している四つの

FTAで，スパゲティ・ボウル現象が生じつつあ

る恐れは無いのであろうか？という問いに示唆を

与えることであった．

貿易制限度の分析結果から，日本が締結してい

る四つの FTAの貿易制限度は四つとも異なる数

値を示し，これら最大値と最小値の差は０．１４０も

の大きさになる点が明らかとなった．

よって，日本が締結している四つの FTAで，

スパゲティ・ボウル現象の発生が示唆されたこと

により，自由貿易協定がむしろ自由貿易を阻害す

る可能性も，示唆されたと考える（註９）．

註

註１）２００６年１２月末時点で J―S協定，J―Mex協定，J―
Mal協定は発効済み，J―P協定は署名を終えた段

階である．

註２）上川〔５〕～〔９〕を参照．

註３）上川〔６〕～〔７〕，〔１２〕に，付加価値基準に

ついて詳細な解説がある．

註４）貿易制限度は，主に CER（オーストラリア・

ニュージーランド間 FTA）の原産地規則を分析す

るために，AGPC〔２〕が開発した手法である．そ

のため，AGPC〔２〕の分析方法を日本の FTAに

適用する際，「日本の原産地規則における，ある規

定が，AGPC〔２〕のどの規定に該当するのか」な

どの解釈に苦労を要した．したがって，一部，他

の文献を参照するなどして，できるだけ AGPC

〔２〕に忠実な評価項目の解釈を試みたが，それ

ぞれの評価項目が，AGPC〔２〕と全くの同義であ

るとは限らない点に，注意されたい．

註５）New Zealand Customs Service〔１５〕を参照．

註６）この項目の評価については，AGPC〔２〕では原

産地規則の類似性などの判断基準が，明確に定め
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られていない．したがって，AGPC〔２〕における

他の FTAについての評価結果や，AGPCへの問い

あわせ結果を参考に J―Mal協定および J―P協定の

評価を行った．

註７）AGPC〔２〕は，次のような FTAにおいて，よ

り貿易制限的な原産地規則が定められていること

を，示唆している．まず，NAFTAに関連する FTA

や，EUが含まれる FTA，次に，平均して高い関

税率や，非関税障壁を持つ国々，あるいは，加盟

国間で関税率が異なる国々から構成された FTAで

ある．

註８）AGPC〔２〕では，貿易制限度の差がどの程度で

あれば，「差が大きい（小さい）」といった基準につ

いては言及されていない．

註９）スパゲティ・ボウル現象の発生から懸念される，

「通関システムのパンク」には，通関手続きの手

間や煩雑さに起因する，「通関コストの増大」が大

きく関連すると考えられる．
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